
上松町公告第３号 

 

入  札  公  告 
 

令和６年５月 10日 

上松町長 大屋 誠 

 

 下記のとおり一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）

第 167条の 6及び上松町財務規則（平成 30年上松町規則第 7号）第 104条の規定により公

告します。 

記 

１、入札対象工事 

工 事 番 号 IK-6006 工事担当課 建設水道課 土木係 

工 事 名 令和６年度 道路メンテナンス事業費補助事業 長坂桟道橋修繕工事 

工 事 場 所 木曽郡上松町 新茶屋 

工 事 概 要 

橋梁修繕工事 

 塗装塗替工 A=1,080㎡ 表面含浸工 A=239 ㎡ 断面補修工 V=0.19 ㎥ 

工 期 令和６年 12月 27日まで 

週休２日工事 対 象 

 

２、入札に参加できる者の条件 

 ○上松町建設工事競争入札参加資格者名簿の登録者に限る。 

工 事 の 種 類 土木一式工事 

区 分 上松町 Ａ・Ｂ級 

地域貢献評価点数 50 点以上 

配 置 技 術 者 

(1)建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 26 条に規定する技術者を、当該工事

に適切に配置できること。 

(2)予定技術者の兼務は、建設業法施行令第 27条第 2項等の規定による。 

そ の 他 

上松町事後審査型一般競争入札試行要領第 3条第 3項及び第 4項に該当する

者でないこと。 

(1)地方自治法施行令第 167 条の 4の規定に該当する者 

(2)長野県建設工事等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要領に基づいて

指名停止を受けている者 

(3)対象案件に係る設計業務の受託者 

(4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）に

抵触する者 

(5)町税等（法人町民税、固定資産税、軽自動車税、水道料）を滞納している

者 

(6)会社法（平成17年法律第86号）第２条第２項及び第３項に規定する親会社

と子会社の関係にある場合及び親会社を同じくする子会社同士の関係にあ

る場合のいずれかに該当する者 

(7)一方の会社の役員が他方の会社の役員を現に兼ねている場合及び一方の会

社の役員が他方の会社の会社更生法（平成14年法律第154号）第67条第1項

又は民事再生法（平成11年法律第225号）第64条第2項の規定により選任さ

れた管財人を現に兼ねている場合のいずれかに該当する者 



３、入札の日程等 

入札参加申請 

(1)受付期間 令和６年５月 10 日（金）～ 令和６年５月 29日（水） 

(2)受付場所及び時間 

  上松町役場 企画財政課 財政係（庁舎２階７番窓口） 

 午前 8時 30分 ～ 午後 5時 

(3)提出書類 

  上松町事後審査型一般競争入札参加申請書（様式第 3号） 

(4)その他 

  郵送による場合は「入札参加申請書在中」と記載し、切手を貼った返信

用封筒を必ず同封して下さい。（受付後の参加申請書写しを交付します。） 

設 計 図 書 等 上松町ホームページに掲載及び役場窓口で閲覧 

設計図書等に関す

る質問受付 

設計図書等に質問がある場合は、書面によりＦＡＸで工事担当課に質問す

る。 

〈送信先〉 

 上松町役場 建設水道課 土木係（FAX 0264-52-1038） 

受付期間 令和６年５月 10日（金）～ 令和６年５月 29日（水） 

質問への回答 令和６年５月 31日までに質問者に回答し、町ホームページにも掲載する。 

入札（開札）日時、

場所 

日時 令和６年６月 13日（木） 午前 10時 15分 

場所 上松町役場 2階 中小会議室 

 

４、入札事項 

入 札 事 項 

(1)入札参加申請書の提出及び入札参加条件に適合する者を入札参加者とす

る。 

(2)入札書に記載される入札金額に対応した工事内訳書を必ず提出するこ

と。 

(3)最低制限価格制度の適用  （適用 ・ 非適用） 

(4)低入札価格調査制度の適用 （適用 ・ 非適用） 

(5)建設資材価格、特別調査に係る費用については変更対応とする。 

(6)上松町事後審査型一般競争入札試行要領等を遵守する。 

入 札 保 証 金 上松町財務規則の規定による。 

契 約 保 証 金 上松町財務規則の規定による。 

前 払 い 金 契約金額の 10分の 4以内 

部 分 払 い 金 上松町財務規則の規定の範囲内 

 

５、落札者の決定 

（1）入札参加資格要件の審査及び落札者の決定は、開札後に行います。（事後審査） 

（2）審査は、予定価格以下の金額で応札した最低価格入札者（低価格入札による失格者を除く）

から、工事入札要件審査申請書を入札の翌日から２日以内（休日を除く）に提出を求め、要

件を満たしている者１人を３日以内（休日を含まない）に落札者と決定し、電話又はＦＡＸ

により通知する。なお、要件不適格の場合は、最低価格入札者を無効とし、順次最低価格入

札者の審査を行ない決定する。 

（3）入札参加資格要件が不適格と認められた者は、原則として通知の日の翌日から３日以内（休

日等を含まない。）に町長に対して、書面で説明を求めることができる。 

（4）町長は書面を受け取った日の翌日から３日以内に回答書により回答する。 

（5）入札の結果は公表する。 


